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(57)【要約】
【解決手段】透明基板上に、半透光膜と遮光膜とが互い
に異なるエッチング特性を有する膜で形成され、露光光
の波長における半透光膜及び遮光膜の反射率が、いずれ
も３０％以下であり、露光光の波長より長波長側の所定
の波長における半透光膜と遮光膜との反射率差が、露光
光の波長における反射率差よりも大きく形成され、かつ
半透光膜と遮光膜とが、グレートーンマスクとした際、
グレートーンマスクの表裏面のいずれか一方側から、上
記所定の波長の光を半透光部と遮光部とに照射すること
によって、半透光部と遮光部とを両者の反射率差によっ
て識別できるグレートーンマスクブランク。
【効果】半透光膜と遮光膜とで製品加工標識や製品情報
標識を形成する場合であっても、標識を、遮光膜又は半
透光膜のいずれかを除去する一方のリソグラフィー工程
によって形成でき、所定の読み取り波長の光により、反
射光を利用して読み取ることが可能な標識を形成できる
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透光部と、露光光を露光に寄与しない程度に遮光する遮光部と、露光光に対し、上記透
光部の透過率より低く、上記遮光部の透過率より高い透過率を有し、かつ露光に寄与する
透過率を有する半透光部とを有するグレートーンマスクの素材となるグレートーンマスク
ブランクであって、
透明基板上に、上記半透光部を形成するための半透光膜と、上記遮光部を形成するための
遮光膜とが形成され、
上記半透光膜と遮光膜とが、互いに異なるエッチング特性を有する膜で形成され、
露光光の波長における上記半透光膜及び遮光膜の反射率が、いずれも３０％以下であり、
露光光の波長より長波長側の所定の波長における上記半透光膜と遮光膜との反射率差が、
露光光の波長における反射率差よりも大きく形成され、かつ
上記半透光膜と遮光膜とが、グレートーンマスクブランクをグレートーンマスクとした際
、グレートーンマスクの表裏面のいずれか一方側から、上記所定の波長の光を上記半透光
部と遮光部とに照射することによって、上記半透光部と遮光部とを両者の反射率差によっ
て識別できるように形成されていることを特徴とするグレートーンマスクブランク。
【請求項２】
　上記半透光膜及び遮光膜の反射率が、上記露光光の波長から上記所定の波長に向かって
一方が増加し、他方が減少することを特徴とする請求項１記載のグレートーンマスクブラ
ンク。
【請求項３】
　上記露光光が、波長４３６ｎｍ、４０５ｎｍ若しくは３６５ｎｍの光、又は上記波長の
少なくとも１つの波長を含む光であることを特徴とする請求項１又は２に記載のグレート
ーンマスクブランク。
【請求項４】
　上記所定の波長が、５００ｎｍ以上の波長であることを特徴とする請求項１乃至３のい
ずれか１項に記載のグレートーンマスクブランク。
【請求項５】
　上記所定の波長が、欠陥検査用又は製品加工標識若しくは製品情報標識の読み取り用の
波長であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載のグレートーンマスク
ブランク。
【請求項６】
　グレートーンマスクの表裏面のいずれか一方側から、上記所定の波長の光を上記半透光
部と遮光部とに照射したときに、上記所定の波長における上記遮光部と上記半透光部との
反射率差が、１０％以上であることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の
グレートーンマスクブランク。
【請求項７】
　上記遮光膜が遷移金属とケイ素とを含み、上記半透光膜がクロムを含むことを特徴とす
る請求項１乃至６のいずれか１項に記載のグレートーンマスクブランク。
【請求項８】
　上記遮光膜がクロムを含み、上記半透光膜が遷移金属とケイ素とを含むことを特徴とす
る請求項１乃至６のいずれか１項に記載のグレートーンマスクブランク。
【請求項９】
　上記グレートーンマスクブランクが、ＦＰＤ用であることを特徴とする請求項１乃至８
のいずれか１項に記載のグレートーンマスクブランク。
【請求項１０】
　透光部と、露光光を露光に寄与しない程度に遮光する遮光部と、露光光に対し、上記透
光部の透過率より低く、上記遮光部の透過率より高い透過率を有し、かつ露光に寄与する
透過率を有する半透光部とを有するグレートーンマスクであって、
上記半透光部と遮光部とが、互いに異なるエッチング特性を有する膜で形成され、
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露光光の波長における上記半透光部及び遮光部の反射率が、いずれも３０％以下であり、
露光光の波長より長波長側の所定の波長における上記半透光部と遮光部との反射率差が、
露光光の波長における反射率差よりも大きく形成され、かつ
上記半透光部と遮光部とが、グレートーンマスクの表裏面のいずれか一方側から、上記所
定の波長の光を上記半透光部と遮光部とに照射することによって、上記半透光部と遮光部
とを両者の反射率差によって識別できるように形成されており、
上記半透光部を背景とする上記遮光部、又は上記遮光部を背景とする上記半透光部により
形成された、製品加工標識又は製品情報標識を有することを特徴とするグレートーンマス
ク。
【請求項１１】
　透光部と、露光光を露光に寄与しない程度に遮光する遮光部と、露光光に対し、上記透
光部の透過率より低く、上記遮光部の透過率より高い透過率を有し、かつ露光に寄与する
透過率を有する半透光部とを有するグレートーンマスクに、上記半透光部と遮光部とによ
って形成された製品加工標識又は製品情報標識を形成する方法であって、
透明基板上に、上記半透光部を形成するための半透光膜と、上記遮光部を形成するための
遮光膜とを形成し、
上記半透光膜と遮光膜とを、互いに異なるエッチング特性を有する膜として形成し、
露光光の波長における上記半透光部及び遮光部の反射率を、いずれも３０％以下とし、
露光光の波長より長波長側の所定の波長における上記半透光膜と遮光膜との反射率差を、
露光光の波長における反射率差よりも大きく形成し、かつ
上記半透光膜と遮光膜とを、グレートーンマスクブランクをグレートーンマスクとした際
、グレートーンマスクの表裏面のいずれか一方側から、上記所定の波長の光を上記半透光
部と遮光部とに照射することによって、上記半透光部と遮光部とを両者の反射率差によっ
て識別できるように形成したグレートーンマスクブランクを用い、
上記半透光部及び遮光部をエッチングすることによって、上記半透光部を背景とする上記
遮光部、又は上記遮光部を背景とする上記半透光部により、製品加工標識又は製品情報標
識を形成することを特徴とする製品加工標識又は製品情報標識の形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体集積回路等の製造などに用いられるフォトマスク（グレートーンマス
ク）の素材となるフォトマスクブランク（グレートーンマスクブランク）、特にＦＰＤ（
フラットパネルディスプレイ）用として好適なグレートーンマスクの素材となるグレート
ーンマスクブランク及びグレートーンマスク、並びにグレートーンマスクに形成される製
品加工標識又は製品情報標識の形成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＴＦＴ液晶表示装置の製造において、製造工程を簡略化するためにグレートーン
マスクが用いられている。通常のフォトマスクは、透光部と遮光部とからなり、マスクを
透過する露光光の強度は実質的に遮光及び透光の２値であるが、グレートーンマスクは、
透光部と半透光部と遮光部とからなり、各々の部分から透過する露光光の強度を変え、遮
光、半透光及び透光の３値となっている。グレートーンマスクを用いた露光は、通常のフ
ォトマスク２枚分の工程を、グレートーンマスクを用いて１枚のフォトマスクで行うもの
である。
【０００３】
　このようなグレートーンマスクの製造方法の１つとして、遮光膜としてクロム化合物を
用い、半透光部は遮光膜を部分的にエッチングして厚みを低減して、所定の透過率が得ら
れるようにしたものが提案されている（特許文献１：特開平７－４９４１０号公報）。
【０００４】
　しかし、このように部分的にエッチングする方法では、半透光部をフォトマスク全面に
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亘って均一にエッチングすることが難しいため、遮光膜と半透光膜との２層構造とし、そ
れぞれに選択的エッチング可能な材料を用いたフォトマスクブランクを使用する方法が提
案されている。このようなものとしては、遮光膜にＣｒ、半透光膜にＭｏＳｉを用い、遮
光膜のＣｒのパターニングには、塩素系ガスを用いたドライエッチング、又は硝酸第二セ
リウムと過塩素酸の混合溶液を用いたウエットエッチングを行い、ＭｏＳｉのエッチング
には、フッ素系ガスを用いる方法が開示されている（特許文献２：特開２００５－３７９
３３号公報）。
【０００５】
　一方、フォトマスクはパターンを形成する部分の外側に、露光時の位置合わせのための
アライメントマークや、バーコード、また、数字、アルファベットなどでマスクのＩＤや
種類などのマスク情報マークを形成することがある。また、グレートーンマスクを製造す
るに当り、半透光部と遮光部のパターンをそれぞれ形成するために、リソグラフィー法に
おいては露光を２度行うことになるが、この際、位置合わせのためにアライメントマーク
があらかじめ必要となる場合がある。
【０００６】
【特許文献１】特開平７－４９４１０号公報
【特許文献２】特開２００５－３７９３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　フォトマスクを露光に用いる際、フォトマスクからの反射光によるゴーストパターンの
発生を防止するために、遮光部は露光光に対して反射率が低くなるような材料が選択され
る。一方、アライメントマークやマスク情報マークの読み取りを反射光で行う場合には、
マークを形成している膜がある部分と、この膜がない部分との反射率の差があることが必
要になる。従来の遮光部と透光部からなる遮光及び透光の２値のフォトマスクの場合、マ
ークを形成している膜は遮光膜であり、遮光膜がない部分は透明基板であるため、反射率
の差が十分大きく、マークを十分検出することができた。
【０００８】
　しかし、上述のエッチング特性の異なる半透光膜と遮光膜とを有する２層の膜構造のフ
ォトマスクブランクに、上記マークを形成して同様な方法で読み取ろうとした場合、それ
ぞれの膜のエッチング特性が異なることから、反射率差の大きいマークを形成するために
は、アライメントマークやマスク情報マーク部分においても、半透光膜と遮光膜との双方
をエッチングして透光部、即ち、透明基板面を表出させるため、２段階のエッチングが必
須となり煩雑である。
【０００９】
　一方、半透光膜及び遮光膜を有する従来のフォトマスクブランクを用い、遮光膜のみを
エッチング除去してマークを形成することを試みたが、半透光膜及び遮光膜を、反射率を
抑制することだけを重視して材料を選択すると、半透光膜と遮光膜との、フォトマスクの
露光光より長波長側の所定の波長（例えば、フォトマスクブランクやフォトマスクの検査
波長）における反射率差が小さくなってしまい、この場合、遮光膜のみを一部除去して上
記マークを形成しても、マークを読み取ることができなかった。
【００１０】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、半透光膜及び遮光膜を有す
るグレートーンマスクブランクにおいて、半透光膜と遮光膜とでアライメントマーク等の
製品加工標識や、マスク情報マーク等の製品情報標識などを形成した場合（半透光膜を背
景として遮光膜でマークを形成した場合、又は遮光膜を背景として半透光膜でマークを形
成した場合）であっても、これら標識を識別して読み取ることを可能とするグレートーン
マスク、このようなグレートーンマスクの素材となるグレートーンマスクブランク、及び
グレートーンマスクに形成される製品加工標識又は製品情報標識の形成方法を提供するこ
とを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者は、上記課題を解決するため鋭意検討を重ねた結果、透光部と、露光光を露光
に寄与しない程度に遮光する遮光部と、露光光に対し、透光部の透過率より低く、遮光部
の透過率より高い透過率を有し、かつ露光に寄与する透過率を有する半透光部とを有する
グレートーンマスクとして、半透光部と遮光部とが、互いに異なるエッチング特性を有す
る膜で形成され、露光光の波長における半透光部及び遮光部の反射率が、いずれも３０％
以下であり、露光光の波長より長波長側の所定の波長における半透光部と遮光部との反射
率差が、露光光の波長における反射率差よりも大きく形成され、かつ半透光部と遮光部と
が、グレートーンマスクの表裏面のいずれか一方側から、上記所定の波長の光を半透光部
と遮光部とに照射することによって、半透光部と遮光部とを両者の反射率差によって識別
できるように形成されたグレートーンマスクが、半透光部と遮光部とで形成したアライメ
ントマーク等の製品加工標識や、マスク情報マーク等の製品情報標識などを、両者の反射
率差を利用して識別して読み取ることができることを見出した。
【００１２】
　そして、このようなグレートーンマスクが、透明基板上に、半透光部を形成するための
半透光膜と、遮光部を形成するための遮光膜とが形成され、半透光膜と遮光膜とが、互い
に異なるエッチング特性を有する膜で形成され、露光光の波長における半透光膜及び遮光
膜の反射率が、いずれも３０％以下であり、露光光の波長より長波長側の所定の波長にお
ける半透光膜と遮光膜との反射率差が、露光光の波長における反射率差よりも大きく形成
され、かつ半透光膜と遮光膜とが、グレートーンマスクブランクをグレートーンマスクと
した際、グレートーンマスクの表裏面のいずれか一方側から、上記所定の波長の光を半透
光部と遮光部とに照射することによって、半透光部と遮光部とを両者の反射率差によって
識別できるように形成されているグレートーンマスクブランクを素材として製造でき、半
透光膜及び遮光膜をエッチングすることによって、グレートーンマスクに、半透光部を背
景とする遮光部、又は遮光部を背景とする半透光部によって、アライメントマーク等の製
品加工標識や、マスク情報マーク等の製品情報標識を形成することができることを見出し
、本発明をなすに至った。
【００１３】
　即ち、本発明は、下記グレートーンマスクブランク、グレートーンマスク、及び製品加
工標識又は製品情報標識の形成方法を提供する。
請求項１：
　透光部と、露光光を露光に寄与しない程度に遮光する遮光部と、露光光に対し、上記透
光部の透過率より低く、上記遮光部の透過率より高い透過率を有し、かつ露光に寄与する
透過率を有する半透光部とを有するグレートーンマスクの素材となるグレートーンマスク
ブランクであって、
透明基板上に、上記半透光部を形成するための半透光膜と、上記遮光部を形成するための
遮光膜とが形成され、
上記半透光膜と遮光膜とが、互いに異なるエッチング特性を有する膜で形成され、
露光光の波長における上記半透光膜及び遮光膜の反射率が、いずれも３０％以下であり、
露光光の波長より長波長側の所定の波長における上記半透光膜と遮光膜との反射率差が、
露光光の波長における反射率差よりも大きく形成され、かつ
上記半透光膜と遮光膜とが、グレートーンマスクブランクをグレートーンマスクとした際
、グレートーンマスクの表裏面のいずれか一方側から、上記所定の波長の光を上記半透光
部と遮光部とに照射することによって、上記半透光部と遮光部とを両者の反射率差によっ
て識別できるように形成されていることを特徴とするグレートーンマスクブランク。
請求項２：
　上記半透光膜及び遮光膜の反射率が、上記露光光の波長から上記所定の波長に向かって
一方が増加し、他方が減少することを特徴とする請求項１記載のグレートーンマスクブラ
ンク。
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請求項３：
　上記露光光が、波長４３６ｎｍ、４０５ｎｍ若しくは３６５ｎｍの光、又は上記波長の
少なくとも１つの波長を含む光であることを特徴とする請求項１又は２に記載のグレート
ーンマスクブランク。
請求項４：
　上記所定の波長が、５００ｎｍ以上の波長であることを特徴とする請求項１乃至３のい
ずれか１項に記載のグレートーンマスクブランク。
請求項５：
　上記所定の波長が、欠陥検査用又は製品加工標識若しくは製品情報標識の読み取り用の
波長であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載のグレートーンマスク
ブランク。
請求項６：
　グレートーンマスクの表裏面のいずれか一方側から、上記所定の波長の光を上記半透光
部と遮光部とに照射したときに、上記所定の波長における上記遮光部と上記半透光部との
反射率差が、１０％以上であることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の
グレートーンマスクブランク。
請求項７：
　上記遮光膜が遷移金属とケイ素とを含み、上記半透光膜がクロムを含むことを特徴とす
る請求項１乃至６のいずれか１項に記載のグレートーンマスクブランク。
請求項８：
　上記遮光膜がクロムを含み、上記半透光膜が遷移金属とケイ素とを含むことを特徴とす
る請求項１乃至６のいずれか１項に記載のグレートーンマスクブランク。
請求項９：
　上記グレートーンマスクブランクが、ＦＰＤ用であることを特徴とする請求項１乃至８
のいずれか１項に記載のグレートーンマスクブランク。
請求項１０：
　透光部と、露光光を露光に寄与しない程度に遮光する遮光部と、露光光に対し、上記透
光部の透過率より低く、上記遮光部の透過率より高い透過率を有し、かつ露光に寄与する
透過率を有する半透光部とを有するグレートーンマスクであって、
上記半透光部と遮光部とが、互いに異なるエッチング特性を有する膜で形成され、
露光光の波長における上記半透光部及び遮光部の反射率が、いずれも３０％以下であり、
露光光の波長より長波長側の所定の波長における上記半透光部と遮光部との反射率差が、
露光光の波長における反射率差よりも大きく形成され、かつ
上記半透光部と遮光部とが、グレートーンマスクの表裏面のいずれか一方側から、上記所
定の波長の光を上記半透光部と遮光部とに照射することによって、上記半透光部と遮光部
とを両者の反射率差によって識別できるように形成されており、
上記半透光部を背景とする上記遮光部、又は上記遮光部を背景とする上記半透光部により
形成された、製品加工標識又は製品情報標識を有することを特徴とするグレートーンマス
ク。
請求項１１：
　透光部と、露光光を露光に寄与しない程度に遮光する遮光部と、露光光に対し、上記透
光部の透過率より低く、上記遮光部の透過率より高い透過率を有し、かつ露光に寄与する
透過率を有する半透光部とを有するグレートーンマスクに、上記半透光部と遮光部とによ
って形成された製品加工標識又は製品情報標識を形成する方法であって、
透明基板上に、上記半透光部を形成するための半透光膜と、上記遮光部を形成するための
遮光膜とを形成し、
上記半透光膜と遮光膜とを、互いに異なるエッチング特性を有する膜として形成し、
露光光の波長における上記半透光部及び遮光部の反射率を、いずれも３０％以下とし、
露光光の波長より長波長側の所定の波長における上記半透光膜と遮光膜との反射率差を、
露光光の波長における反射率差よりも大きく形成し、かつ



(7) JP 2010-44274 A 2010.2.25

10

20

30

40

50

上記半透光膜と遮光膜とを、グレートーンマスクブランクをグレートーンマスクとした際
、グレートーンマスクの表裏面のいずれか一方側から、上記所定の波長の光を上記半透光
部と遮光部とに照射することによって、上記半透光部と遮光部とを両者の反射率差によっ
て識別できるように形成したグレートーンマスクブランクを用い、
上記半透光部及び遮光部をエッチングすることによって、上記半透光部を背景とする上記
遮光部、又は上記遮光部を背景とする上記半透光部により、製品加工標識又は製品情報標
識を形成することを特徴とする製品加工標識又は製品情報標識の形成方法。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、半透光膜（半透光部）と遮光膜（遮光部）との反射率が十分に異なる
ので、半透光膜（半透光部）と遮光膜（遮光部）とでアライメントマーク等の製品加工標
識や、マスク情報マーク等の製品情報標識を形成する場合であっても、製品加工標識や製
品情報標識を、遮光膜又は半透光膜のいずれかを除去する一方のリソグラフィー工程によ
って形成することができ、所定の読み取り波長の光により、反射光を利用して読み取るこ
とが可能な製品加工標識や製品情報標識を形成することができる。また、露光光の波長に
おいて、半透光膜（半透光部）及び遮光膜（遮光部）の反射率が十分低く確保されている
ことから、露光におけるマスクパターンからの反射によるゴーストを低減することができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明について更に詳しく説明する。
　本発明のグレートーンマスクブランクは、石英基板等の透明基板上に、半透光膜と遮光
膜とを有し、これらは、例えば、図１に示されるように、透明基板１側から半透光膜２、
遮光膜３の順に形成される。これら半透光膜２及び遮光膜３は、各々、グレートーンマス
クの半透光部及び遮光部を形成するための膜であり、このようなグレートーンマスクブラ
ンクを素材としてグレートーンマスクを作製した後は、半透光膜２及び遮光膜３は、図２
に示されるように、グレートーンマスクの半透光部２１、遮光部３１となり、また、両者
が除去された部分は透光部１１となる。また、本発明のグレートーンマスクには、透光部
を背景とする遮光部、又は遮光部を背景とする半透光部により、アライメントマーク等の
製品加工標識又はマスク情報マーク等の製品情報標識４が形成されている。
【００１６】
　本発明のグレートーンマスクは、透光部と半透光部と遮光部とを有する。透光部は、通
常は、透明基板が表出した部分で、露光に寄与する透過率を有する。また、遮光部は、露
光光を露光に寄与しない程度に遮光する機能を有する。一方、半透光部は、露光光に対し
、透光部の透過率より低く、遮光部の透過率より高い透過率を有し、かつ露光に寄与する
透過率を有する。また、グレートーンマスクブランク上に形成される半透光膜及び遮光膜
も、同様に、遮光膜は、露光光を露光に寄与しない程度に遮光する機能を有し、半透光膜
は、露光光に対し、透明基板の透過率より低く、遮光膜の透過率より高い透過率を有し、
かつ露光に寄与する透過率を有する。
【００１７】
　本発明のグレートーンマスクブランクの半透光膜と遮光膜とは、互いに異なるエッチン
グ特性を有する膜で形成され、それぞれ選択的にエッチング可能な材料とする。また、グ
レートーンマスクの半透光部と遮光部は、互いに異なるエッチング特性を有する膜から形
成される。
【００１８】
　エッチング特性の異なる半透光膜と遮光膜とで構成された本発明のグレートーン型のフ
ォトマスクブランク（グレートーンマスクブランク）では、
（１－１）半透光部を形成する部分を保護するレジストパターンの形成操作、
（１－２）レジストで保護されていない部分の半透過膜のエッチング除去操作、及び
（１－３）レジスト膜の剥離操作
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を含む、半透光部を形成するためのリソグラフィー工程と、
（２－１）遮光部を形成する部分を保護するレジストパターンの形成操作、
（２－２）レジストで保護されていない部分の遮光膜のエッチング除去操作、及び
（２－３）レジスト膜の剥離操作
を含む、遮光部を形成するためのリソグラフィー工程
との、それぞれ１回ずつの公知のリソグラフィー工程によって、半透光部及び遮光部のパ
ターン形成がなされ、グレートーン型のフォトマスク（グレートーンマスク）を作製する
ことができる。また、半透光膜及び遮光膜は、それぞれ選択的にエッチング可能な材料で
あるため、単純なエッチング操作によって、設計通りの形状及び膜厚を有する遮光部、半
透光部を形成することができる。
【００１９】
　このように形成した半透光部と遮光部とは、グレートーンマスクとして使用する場合に
、露光光がマスクと基板との間で多重反射を起こしてゴーストパターンを形成してしまわ
ないよう、露光光における反射率が何れも低くなっている必要があり、具体的には３０％
以下であることが要求される。そこで、それぞれの部分を形成するための半透光膜（半透
光部）及び遮光膜（遮光部）が、必要とする透過率において、露光光に対する反射率が３
０％以下となるような材料とする。
【００２０】
　半透光膜は、グレートーンマスクとして使用した際、半透光部を通過した露光光がレジ
スト膜を不十分に感光させる程度に光を減衰させる透過率を有する膜であり、単層膜でも
多層膜でも、更には組成に傾斜を有する膜でもよいが、半透光膜全体として、透光部と遮
光部の中間の透過率、即ち、透光部の透過率より低く、遮光部の透過率より高い（透明基
板の透過率より低く、遮光膜の透過率より高い）透過率を有する。具体的には、例えば２
０～７０％程度の透過率が好適である。
【００２１】
　半透光膜の材料としては、例えば、遷移金属、遷移金属を含有するケイ素、又はケイ素
に、必要に応じて酸素、窒素、炭素等の軽元素を含有する材料が用いられるが、遮光膜と
の間で選択的エッチング可能な材料とする必要がある。
【００２２】
　半透光膜の好ましい材料として、具体的には、クロム、タンタル、モリブデン、タング
ステン、クロム化合物、タンタル化合物、モリブデン化合物、タングステン化合物等の遷
移金属化合物（特に、ケイ素を含有しない遷移金属化合物）や、チタン、バナジウム、コ
バルト、ニッケル、ジルコニウム、ニオブ、モリブデン、ハフニウム、タンタル及びタン
グステンから選ばれる１種以上の遷移金属を含有するケイ素化合物、ケイ素化合物（特に
、遷移金属を含有しないケイ素化合物）などが挙げられ、特にエッチング加工が容易なク
ロム、クロム化合物、モリブデンを含有するケイ素化合物、又はケイ素化合物を好ましく
用いることができる。
【００２３】
　半透光膜の透過率及び反射率の制御は、材料と膜厚に依存するが、クロム化合物を用い
る場合には、クロムと、酸素、窒素及び炭素から選ばれる１種以上とを含有するクロム化
合物（特に、ケイ素を含有しないクロム化合物）が好ましい。各元素の含有比率は、好ま
しくは、クロムが３０原子％以上１００原子％未満、特に３０原子％以上７０原子％以下
、とりわけ３５原子％以上６０原子％以下、酸素が０原子％以上６０原子％以下、特に１
０原子％以上６０原子％以下、窒素が０原子％以上５０原子％以下、特に３原子％以上３
０原子％以下、炭素が０原子％以上２０原子％以下、特に０原子％を超えて５原子％以下
である範囲の材料を用い、膜厚を適宜調整することによって目的とする透過率の膜を得る
ことができる。また、反射率が高すぎる場合には、一般的には軽元素の含有比を上げ、膜
厚を上げてやることにより、目的とする透過率を有し、かつ要求される反射率を有する膜
とすることができる。
【００２４】
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　一方、遷移金属を含有するケイ素化合物を用いる場合には、遷移金属ケイ素（遷移金属
とケイ素とのみからなる化合物）、遷移金属ケイ素酸化物、遷移金属ケイ素窒化物、遷移
金属ケイ素酸窒化物、遷移金属ケイ素酸化炭化物、遷移金属ケイ素窒化炭化物、遷移金属
ケイ素酸窒化炭化物が好ましい。各元素の含有比率は、好ましくは、ケイ素が１０原子％
以上８０原子％以下、特に３０原子％以上５０原子％以下、酸素が０原子％以上６０原子
％以下、特に０原子％を超えて４０原子％以下、窒素が０原子％以上５７原子％以下、特
に２０原子％以上５０原子％以下、炭素が０原子％以上２０原子％以下、特に０原子％を
超えて５原子％以下、遷移金属が０原子％以上３５原子％以下、特に１原子％以上２０原
子％以下である範囲の材料を用い、膜厚を適宜調整することによって目的とする透過率の
膜を得ることができる。また、クロム化合物の場合と同様、もし反射率が高すぎる場合に
は、一般的には軽元素の含有比を上げ、膜厚を上げてやることにより、目的とする透過率
を有し、かつ要求される反射率を有する膜とすることができる。
【００２５】
　一方、遮光膜は、半透光膜と重ねることによって、マスクとして使用する際、半透光膜
と遮光膜とを透過する光の強度を、レジストを実質的に感光させない程度以下に減衰させ
るための膜である。透過率は、マスクを使用する場合の露光方法によって異なるが、一般
的には半透光膜との組み合わせで０．００１～１０％の透過率とすることが好ましい。
【００２６】
　遮光膜の材料としては、例えば、遷移金属、遷移金属を含有するケイ素、又はケイ素に
、必要に応じて酸素、窒素、炭素等の軽元素を含有する材料が用いられるが、半透光膜と
の間で選択的エッチング可能な材料とする必要がある。
【００２７】
　遮光膜の好ましい材料として、具体的には、クロム、タンタル、モリブデン、タングス
テン、クロム化合物、タンタル化合物、モリブデン化合物、タングステン化合物等の遷移
金属化合物（特に、ケイ素を含有しない遷移金属化合物）や、チタン、バナジウム、コバ
ルト、ニッケル、ジルコニウム、ニオブ、モリブデン、ハフニウム、タンタル及びタング
ステンから選ばれる１種以上の遷移金属を含有するケイ素化合物、ケイ素化合物（特に、
遷移金属を含有しないケイ素化合物）などが挙げられる。
【００２８】
　特に、半透光膜にクロム又はクロム化合物を用いた場合に好ましい材料としては、タン
タル、モリブデン、タングステン、タンタル化合物、モリブデン化合物、タングステン化
合物や、チタン、バナジウム、コバルト、ニッケル、ジルコニウム、ニオブ、モリブデン
、ハフニウム、タンタル及びタングステンから選ばれる１種以上の遷移金属を含有するケ
イ素化合物、ケイ素化合物が挙げられ、とりわけ、エッチング加工が容易なモリブデンを
含有するケイ素化合物、又はケイ素化合物を好ましく用いることができる。
【００２９】
　これらの材料は、クロム及びクロム化合物の、公知のウェット又はドライエッチング条
件（例えば、塩素系ガスを用いたエッチング）に対してエッチング耐性を有し、また、ク
ロム及びクロム化合物をエッチングしてしまうことなく、公知のウェット又はドライエッ
チング条件（例えば、フッ素系ガスを用いたエッチング）によって加工することができる
。
【００３０】
　遮光膜として、チタン、バナジウム、コバルト、ニッケル、ジルコニウム、ニオブ、モ
リブデン、ハフニウム、タンタル及びタングステンから選ばれる１種以上の遷移金属を含
有するケイ素化合物、又はケイ素化合物を用いる場合、各元素の含有比率は、ケイ素が１
０原子％以上９５原子％以下、特に３０原子％以上９５原子％以下、酸素が０原子％以上
５０原子％以下、特に０原子％を超えて３０原子％以下、窒素が０原子％以上４０原子％
以下、特に１原子％以上２０原子％以下、炭素が０原子％以上２０原子％以下、特に０原
子％を超えて５原子％以下、遷移金属が０原子％以上３５原子％以下、特に１原子％以上
２０原子％以下である範囲の材料から、遮光膜の設計膜厚を考慮した上で、要求される透
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過率に応じて設定することができる。
【００３１】
　一方、半透光膜にタンタル、モリブデン、タングステン、タンタル化合物、モリブデン
化合物、タングステン化合物、チタン、バナジウム、コバルト、ニッケル、ジルコニウム
、ニオブ、モリブデン、ハフニウム、タンタル及びタングステンから選ばれる１種以上の
遷移金属を含有するケイ素化合物、又はケイ素化合物を用いた場合には、遮光膜にクロム
、又はクロム化合物、好ましくはクロムと、酸素、窒素及び炭素から選ばれる１種以上と
を含有するクロム化合物（特に、ケイ素を含有しないクロム化合物）を用いることにより
、半透光膜との選択的エッチングが可能になる。
【００３２】
　これらの材料は、タンタル、モリブデン、タングステン、タンタル化合物、モリブデン
化合物、タングステン化合物、チタン、バナジウム、コバルト、ニッケル、ジルコニウム
、ニオブ、モリブデン、ハフニウム、タンタル及びタングステンから選ばれる１種以上の
遷移金属を含有するケイ素化合物、及びケイ素化合物の、公知のウェット又はドライエッ
チング条件（例えば、フッ素系ガスを用いたエッチング）に対してエッチング耐性を有し
、また、タンタル、モリブデン、タングステン、タンタル化合物、モリブデン化合物、タ
ングステン化合物、チタン、バナジウム、コバルト、ニッケル、ジルコニウム、ニオブ、
モリブデン、ハフニウム、タンタル及びタングステンから選ばれる１種以上の遷移金属を
含有するケイ素化合物、及びケイ素化合物をエッチングしてしまうことなく、公知のウェ
ット又はドライエッチング条件（例えば、塩素系ガスを用いたエッチング）によって加工
することができる。
【００３３】
　遮光膜としてクロム化合物を用いる場合、各元素の含有比率は、クロムが３０原子％以
上１００原子％未満、特に６０原子％以上１００原子％未満、酸素が０原子％以上６０原
子％以下、特に０原子％を超えて５０原子％以下、窒素が０原子％以上５０原子％以下、
特に０原子％を超えて４０原子％以下、炭素が０原子％以上３０原子％以下、特に０原子
％を超えて２０原子％以下である範囲の材料から、遮光膜の設計膜厚を考慮した上で、要
求される透過率に応じて設定することができる。
【００３４】
　いずれの材料の場合も、遮光膜の一部を、他の層より透過率を高くした反射防止層とし
て形成してもよい。反射防止層の層厚は、グレートーンマスクとして使用する場合の露光
光の波長を考慮して決定される。更に、透過率や反射率の調整については、上述の半透光
膜の場合と同様の手法をとることができる。
【００３５】
　半透光膜の膜厚は１ｎｍ以上２００ｎｍ以下、望ましくは５ｎｍ以上１００ｎｍ以下、
遮光膜の膜厚は５ｎｍ以上５００ｎｍ以下、望ましくは１０ｎｍ以上２００ｎｍ以下とす
ることができる。膜厚は透過率、反射率など所定の光学特性を満たせば、薄い方が加工性
がよいため好ましいが、エッチング速度を速めるためには、Ｎ（窒素）などの軽元素を添
加し、所定の透過率を満たした上でエッチング速度が最も速くなる組成と膜厚を設定する
ことが加工性の観点から好ましい。
【００３６】
　本発明においては、更に、半透光膜（半透光部）と遮光膜（遮光部）の反射率について
、露光光の波長より長波長側の所定の波長における半透光膜と遮光膜との反射率差が、露
光光の波長における反射率差よりも大きく形成される。
【００３７】
　まず、マスクの基本性能として、マスクと基板の間の多重反射によるゴーストパターン
の発生を防止する必要があり、半透光膜（半透光部）、遮光膜（遮光部）共に、露光光の
波長において、３０％以下とすることは上述のとおりであるが、単に半透光膜と遮光膜と
の露光光の波長における反射率が３０％以下となるように設計するだけでは、反射率を用
いて半透光膜と遮光膜を互いに識別することができない。一般に、アライメントマーク等
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の製品加工標識や、マスク情報マーク等の製品情報標識を識別して読み取るための所定の
波長は、露光光の波長と異なり、通常、露光光の波長より長波長側の波長の光を使用する
。また、半透光膜及び遮光膜の反射率は、波長によって様々である。そこで、本発明にお
いては、このような所定の波長における半透光部と遮光部との反射率差が、露光光の波長
における反射率差よりも大きくなる材料を用いる。
【００３８】
　これにより、半透光膜と遮光膜とが、グレートーンマスクブランクをグレートーンマス
クとした際、グレートーンマスクの表裏面のいずれか一方側から、上記所定の波長の光を
半透光部と遮光部とに照射することによって、半透光部と遮光部とを両者の反射率差によ
って識別することができる。
【００３９】
　また、露光光の波長より長い所定の波長で、半透光膜と遮光膜との反射率差が大きくな
るようにすることで、半透光膜か遮光膜のどちらかにアライメントマーク等の製品加工標
識や、マスク情報マーク等の製品情報標識があれば、これら標識を読み取ることができる
。このため、これら標識を、片方の膜だけを必要な標識形状にエッチング加工してやるだ
けで、これら標識の識別、読み取りが可能となる。
【００４０】
　標識を読み取る波長における半透光膜と遮光膜との反射率の差は大きいほど好ましいが
、読み取り装置で正確に識別し、読み取るためには、グレートーンマスクの表裏面のいず
れか一方側から、所定の波長の光を半透光部と遮光部とに照射したときに、所定の波長に
おける遮光部と半透光部との反射率差が、１０％以上であることが好ましい。この場合、
標識を膜側から読み取るためには膜側からの反射率が、基板側から読み取るときは基板側
の反射率が上記関係を満たしていればよい。
【００４１】
　更に、所定の波長が、グレートーンマスクブランクやグレートーンマスクの検査波長、
特に欠陥などの検査に用いる波長である場合は、同様の方法により、欠陥部位が半透光膜
か遮光膜かを識別することができる。
【００４２】
　反射率の波長による変化は、特に、酸素、窒素、炭素等の軽元素の含有量に強く影響を
受ける。軽元素含有量が高いと長波長側での反射率が低くなる傾向があり、特に軽元素が
少なくなって膜材料が金属性を強く有するようになると、露光に使用される波長よりも長
波長側の波長での反射率が高くなる。
【００４３】
　そこで、半透光膜と遮光膜との間で、露光光の波長より長波長側の所定の波長における
反射率差が、露光光の波長における反射率差よりも大きくなるようにするためには、例え
ば、露光光の波長において反射率が高い方の膜を、長波長側の所定の波長において、他方
の膜よりもより高くなるような選択を行うか、又は露光光の波長において反射率が低い方
の膜を、長波長側の所定の波長において、他方の膜よりもより低くなるような選択を行っ
てやればよい。また、露光光の波長での半透光膜と遮光膜の反射率の大小にかかわらず、
反射率の波長依存性を考慮し、長波長側の所定波長において半透光膜と遮光膜との反射率
の差が露光光の波長よりも大きくなるようにしてもよい。
【００４４】
　特に、露光光の波長と露光光の波長より長波長側の所定の波長での反射率差を大きくす
るには、半透光膜及び遮光膜の反射率が、露光光の波長から上記所定の波長に向かって一
方が増加し、他方が減少するものが好ましい。また、半透光膜を遮光膜の反射率の波長依
存性が逆であるものも好ましい。波長依存性が逆というのは、下記条件（１）又は（２）
で示されるような、露光光の波長における反射率と、露光光の波長より長波長側の上記所
定の波長での反射率の大小関係が半透光膜と遮光膜で逆であるものをいう。
　（１）遮光膜の露光光の波長における反射率
　　　　　＜　遮光膜の露光光の波長より長波長側の所定の波長における反射率
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　　　　半透光膜の露光光の波長における反射率
　　　　　＞　半透光膜の露光光の波長より長波長側の所定の波長における反射率
　（２）遮光膜の露光光の波長における反射率
　　　　　＞　遮光膜の露光光の波長より長波長側の所定の波長における反射率
　　　　半透光膜の露光光の波長における反射率
　　　　　＜　半透光膜の露光光の波長より長波長側の所定の波長における反射率
【００４５】
　また、遮光膜や半透光膜は反射防止層を有する構成にするなど、多層構造としてもよい
。特に、遮光膜は、遮光層と反射防止層を有する構造とすることによって露光光の波長に
おける反射率を低減する機能を反射防止層に担わせ、遮光機能を遮光層に担わせる構成と
することで、薄膜化と反射率の低減とを両立させることができる。この場合、反射防止層
の光学的特性、膜厚を調節することにより、半透光膜と遮光膜との反射率を満たすように
することもできる。
【００４６】
　例えば、遮光層に反射防止層を形成する場合、半透光膜の反射率の波長依存性が、露光
光の波長よりも上記所定波長の方が、反射率が低い場合は、遮光層上の反射防止層を調整
し、干渉効果によって生じる反射率の極小となる波長が露光光の波長より短くなるように
膜厚を設定することによっても実現できる。具体的には、層界面での位相のずれがない（
極小さい）と仮定したときの反射率の極小値λminは、反射防止膜の屈折率をｎ、膜厚を
ｄとすると、λmin＝１／（４ｎｄ）となり、λminが露光光の波長より小さく、上記所定
波長（λmax）がλmax＝１／（２ｎｄ）より大きければよい。
【００４７】
　露光光には特に制限はないが、３５０ｎｍ以上５００ｎｍ未満の間にピーク波長を有す
る光が好ましく、特に、波長４３６ｎｍ（ｇ線）、４０５ｎｍ（ｈ線）若しくは３６５ｎ
ｍ（ｉ線）の光、又は上記波長の少なくとも１つの波長を含む光が好ましい。また、露光
光は、単一波長の光（レーザー光等のコヒーレントな光）であっても、波長幅を有する光
（スペクトルを有する光）であってもよいが、後者の場合、４３６ｎｍ、４０５ｎｍ及び
３６５ｎｍから選ばれる少なくとも１つの波長をピーク波長とする光、より好ましくはい
ずれかの波長が最大ピーク波長である光が好ましい。なお、露光光の波長とは、グレート
ーンマスクを用いてパターン転写する際に用いる光の波長であり、露光光が単一波長の光
の場合はその波長、波長幅を有する光の場合はそのピーク波長、複数のピーク波長を有す
る光の場合はそれらのうち最大の強度を示すピーク波長を露光光の波長とする。
【００４８】
　一方、露光光の波長より長波長側の所定に波長としては、例えば、波長５００ｎｍ以上
の光を用いることができる。なお、この所定の波長の上限は、通常、１０００ｎｍ以下で
ある。この所定の波長としては、グレートーンマスクブランク又はグレートーンマスクの
、欠陥検査用の波長、製品加工標識又は製品情報標識の読み取り用の波長などが好適に適
用される。より具体的には、欠陥検査用の波長としては４８８ｎｍ（アルゴンレーザー）
、５３２ｎｍ（ＹＡＧの第二高調波）、６３３ｎｍ（Ｈｅ－Ｎｅレーザー）など、製品加
工標識又は製品情報標識の読み取り用の波長としては５４６ｎｍ（ｅ線）などが挙げられ
る。
【００４９】
　半透光膜及び遮光膜の成膜方法は、公知の方法を適用でき、特に制限はないが、スパッ
タ法を用いると膜材質の制約が少なく、均一な膜を得ることができることから好ましい。
半透光膜及び遮光膜は、スパッタターゲット、スパッタリングガス（雰囲気ガスや反応性
ガス）の量や、成膜条件などを調整して、所定の膜物性（反射率、透過率など）となるよ
うに成膜すればよい。
【００５０】
　グレートーンマスクブランクからグレートーンマスクを製造する方法は、フォトマスク
ブランクからフォトマスクを製造する公知のリソグラフィー方法と同様の方法を適用すれ
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ばよい。このリソグラフィーの際に、アライメントマーク等の製品加工標識や、マスク情
報マーク等の製品情報標識が形成できる。
【００５１】
　例えば、透明基板上に半透光膜と遮光膜とが順に積層されたグレートーンマスクブラン
クの遮光膜上にレジストを塗布し、露光、現像、エッチングをし、レジストを剥離するこ
とによって、遮光膜によって文字や形、バーコードなどが形作られた製品加工標識や製品
情報標識を形成することができる。この遮光膜のエッチングの際、半透光膜は遮光膜のエ
ッチングストッパとして機能する。なお、遮光膜への標識の形成は、工程を簡略化するた
めに、通常、遮光膜の回路パターンの形成と同時に実施される。
【００５２】
　次に、更にレジストを塗布し、形成した製品加工標識（アライメントマーク）を用いて
位置合わせを行い、露光、現像、エッチングをし、レジストを剥離することによって半透
光部を形成することができる。この際、製品加工標識や製品情報標識を形成した部分（遮
光膜を除去して、半透光膜が表出した部分）の半透光膜は、半透光膜のエッチングにおい
て除去しても除去しなくてもよいが、本発明のグレートーンマスクブランクを用いた場合
、この部分の半透光膜を除去しなくても、これら製品加工標識や製品情報標識の識別、読
み取りが可能である。
【００５３】
　このように、透明基板上に半透光膜と遮光膜とを順に形成し、表面側の遮光膜に製品加
工標識や製品情報標識を形成する場合、半透光膜、遮光膜を形成した後に、表面側の遮光
膜に標識のパターンを形成すればよい。また、透明基板上に遮光膜と半透光膜とを順に形
成し、表面側の半透光膜に製品加工標識や製品情報標識を形成することも可能であり、こ
の場合、遮光膜、半透光膜を形成した後に、表面側の半透光膜に標識のパターンを形成す
ればよい。
【００５４】
　表面側の膜に標識を形成するときは、同時に回路パターンなどのマスクパターンを形成
することができ、しかも、基板側の膜をパターニングするときに、その標識（アライメン
トマーク）を利用することができるため好ましい。特に、表面側の膜が遮光膜であると、
表面側の膜の有無で、透過率や、基板面側の反射率を大きく変えることができるため、特
に好ましい。
【００５５】
　また、上記では表面側の膜に標識を形成したものの例について示したが、グレートーン
マスクとしては、基板側の膜に標識を形成したものであってもよい。基板側の膜に標識を
形成するときは、基板側の膜にパターンを形成してから、表面側の膜を形成すればよい。
例えば、透明基板の上に遮光膜を形成し、遮光膜をパターニング後に半透光膜を成膜し、
その後に半透光膜をパターニングすること、又は透明基板の上に半透光膜を形成し、半透
光膜をパターニング後に遮光膜を成膜し、その後に遮光膜をパターニングすることによっ
て製造することができる。
【００５６】
　なお、本発明のグレートーンマスクブランクは、半透光膜と遮光膜の露光光の波長と上
記所定の波長において所定の要件を満たすようにしたグレートーンマスクブランクであり
、パターニングされていない半透光膜と遮光膜とが積層されたものの他、例えば、基板側
の膜をパターニングした後、表面側の膜を成膜したもの（表面側の膜はパターニングされ
ていないもの）であってもよい。
【００５７】
　本発明のグレートーンマスクブランク及びグレートーンマスクは、ＦＰＤ（フラットパ
ネルディスプレイ）用として好適である。
【実施例】
【００５８】
　以下、実施例を示し、本発明を具体的に説明するが、本発明は下記の実施例に制限され
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るものではない。
【００５９】
　　［実施例１］
　石英基板の上にスパッタ法で、Ａｒ（５ｓｃｃｍ）、Ｎ2（５０ｓｃｃｍ）、Ｏ2（２ｓ
ｃｃｍ）のガスを真空チャンバーに流し、ガス圧を９．０×１０-2Ｐａとし、ＭｏＳｉタ
ーゲットに７５０Ｗ、Ｓｉターゲットに２５０Ｗ印加することにより、ＭｏＳｉ半透光膜
としてＭｏＳｉＯＮ膜を膜厚１８ｎｍとして形成した。半透光膜成膜後の透過率を測定し
た結果を図３（Ｃ）に示す。この段階で、露光光として用いる波長（３６５ｎｍ）での透
過率は５２．９％であった。
【００６０】
　次に、この半透光膜上に下地層、遮光層及び反射防止層からなる多層構造のＣｒ遮光膜
を形成する。スパッタ法で、Ａｒ（１０～５０ｓｃｃｍ）、Ｎ2（１～１１ｓｃｃｍ）、
Ｎ2Ｏ（０～１２ｓｃｃｍ）のガスを真空チャンバーに流し、ガス圧を０．１～０．２Ｐ
ａとし、Ｃｒターゲットに４５０～５５０Ｗ印加することにより、Ｃｒ遮光膜としてＣｒ
ＯＮ膜を膜厚７１ｎｍとして形成して、グレートーンマスクブランクを得た。Ｃｒ遮光膜
は、Ｎ2、Ｎ2Ｏのガス流量比を変えることにより、基板側の遮光層と表面側の反射防止層
との２層構成とした。遮光膜成膜後の透過率を測定した結果を図３（Ｃ）に示す。この段
階で、露光光として用いる波長（３６５ｎｍ）での透過率は０．６３０％であった。
【００６１】
　また、上記した条件で、Ｃｒ遮光膜とＭｏＳｉ半透光膜とをそれぞれ単独に石英基板上
に形成し、それぞれの反射率を測定した結果を図３（Ａ）及び図３（Ｂ）に示す。なお、
図３（Ａ）は膜側、図３（Ｂ）は基板側から測定した結果である。この場合、製品加工標
識及び製品情報標識の読み取り波長を５４６ｎｍとすると、例えば、膜側から光を照射し
たときの反射率は、遮光膜が３６．７％、半透光膜が１７．４％であり、その差は１９．
３％と十分大きく、これら遮光膜と半透光膜とで製品加工標識及び製品情報標識を形成す
れば、反射光を利用して製品加工標識及び製品情報標識を識別して読み取ることができる
。
【００６２】
　更に、得られたグレートーンマスクブランクの半透光膜と遮光膜とを、レジストを用い
、Ｃｒ遮光膜には塩素系ガスを用いたドライエッチング、ＭｏＳｉ半透光膜にはフッ素系
ガスを用いたドライエッチングによりそれぞれの膜をパターニングして、図２に示される
ような、透光部、半透光部及び遮光部が形成されたグレートーンマスクを形成することが
できる。
【００６３】
　　［実施例２］
　石英基板の上にスパッタ法で、Ａｒ（１０ｓｃｃｍ）、Ｎ2Ｏ（１２ｓｃｃｍ）のガス
を真空チャンバーに流し、ガス圧を０．１５Ｐａとし、Ｃｒターゲットに５９０Ｗ印加す
ることにより、Ｃｒ半透光膜としてＣｒＯＮ膜を膜厚１１ｎｍとして形成した。半透光膜
成膜後の透過率を測定した結果を図４（Ｃ）に示す。この段階で、露光光として用いる波
長（３６５ｎｍ）での透過率は５８．２％であった。
【００６４】
　次に、この半透光膜上にスパッタ法で、Ａｒ（２０～５ｓｃｃｍ）、Ｎ2（１０～５ｓ
ｃｃｍ）のガスを真空チャンバーに流し、ガス圧を６．０×１０-2Ｐａとし、ＭｏＳｉタ
ーゲットに２３０Ｗ、Ｓｉターゲットに７７０Ｗ印加することにより、ＭｏＳｉ遮光膜と
してＭｏＳｉＮ膜を膜厚６０ｎｍとして形成して、グレートーンマスクブランクを得た。
遮光膜成膜後の透過率を測定した結果を図４（Ｃ）に示す。この段階で、露光光として用
いる波長（３６５ｎｍ）での透過率は５．３６％であった。
【００６５】
　また、上記した条件で、ＭｏＳｉ遮光膜とＣｒ半透光膜とをそれぞれ単独に石英基板上
に形成し、それぞれの反射率を測定した結果を図４（Ａ）及び図４（Ｂ）に示す。なお、
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図４（Ａ）は膜側、図４（Ｂ）は基板側から測定した結果である。この場合、製品加工標
識及び製品情報標識の読み取り波長を５４６ｎｍとすると、例えば、膜側から光を照射し
たときの反射率は、遮光膜が３６．１％、半透光膜が１３．１％であり、その差は２３．
０％と十分大きく、これら遮光膜と半透光膜とで製品加工標識及び製品情報標識を形成す
れば、反射光を利用して製品加工標識及び製品情報標識を識別して読み取ることができる
。
【００６６】
　更に、得られたグレートーンマスクブランクの半透光膜と遮光膜とを、レジストを用い
、ＭｏＳｉ遮光膜にはフッ素系ガスを用いたドライエッチング、Ｃｒ半透光膜には塩素系
ガスを用いたドライエッチングによりそれぞれの膜をパターニングして、図２に示される
ような、透光部、半透光部及び遮光部が形成されたグレートーンマスクを形成することが
できる。
【００６７】
　上記実施例１，２のいずれの場合においても、遮光膜のパターニングにおいて、遮光膜
の所定部分をエッチングして、アライメントマーク等の製品加工標識や、マスク情報マー
ク等の製品情報標識を形成することができる。また、半透光膜のエッチングの際には、形
成したアライメントマーク等の製品加工標識を利用して位置合わせをして、半透光膜を正
確にパターニングすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明のグレートーンマスクブランクの一例を示す断面図である。
【図２】本発明のグレートーンマスクの一例を示す断面図である。
【図３】実施例１において、石英基板上に成膜した半透光膜及び遮光膜の反射率、並びに
石英基板上にこれらの膜を順に成膜したときの透過率を示すグラフである。
【図４】実施例２において、石英基板上に成膜した半透光膜及び遮光膜の反射率、並びに
石英基板上にこれらの膜を順に成膜したときの透過率を示すグラフである。
【符号の説明】
【００６９】
１　透明基板
１１　透光部
２　半透光膜
２１　半透光部
３　遮光膜
３１　遮光部
４　製品加工標識又は製品情報標識
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